
現
在
の
公
的
医
療

保
険
制
度
は
、
「
健

康
保
険
」
「
共
済
組

合
」
「
国
民
健
康
保

険
」
の
3
つ
に
大
別

さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に

「
健
康
保
険
」
に
は

「
全
国
健
康
保
険
協

会
管
掌
健
康
保
険
」

と
「
組
合
管
掌
健
康

保
険
」
が
あ
り
ま
す
。

少
し
前
で
議
論
さ
れ

て
い
た
「
長
寿
医
療

制
度
（
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
）
」
に
は
、

「
健
康
保
険
」
「
共

済
組
合
」
「
国
民
健

康
保
険
」
の
い
ず
れ

か
に
加
入
し
て
い
た
方
が
、
75
歳

（
一
定
の
条
件
で
65
歳
）
に
な
る

と
全
員
移
行
し
ま
す
。
（
図
表
参

考
）こ

れ
ら
の
公
的
医
療
保
険
は
、

自
由
に
選
択
し
て
加
入
で
き
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、

ほ
と
ん
ど
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は

「
全
国
健
康
保
険
協
会
管
掌
健
康

保
険
」
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
ま
た
、
自
営
業
の
方
は
、

「
国
民
健
康
保
険
」
に
加
入
し
ま

す
。で

は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
分
類

さ
れ
て
い
る
の
か
、
制
度
の
成
り

立
ち
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

健
康
保
険
が
大
正
11
年
に
制
定

さ
れ
、
大
正
15
年
に
施
行
さ
れ
ま

し
た
が
、
保
険
給
付
や
保
険
料
負

担
は
昭
和
2
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
。
こ
の
保
険
は
、
工
場
・

鉱
山
・
交
通
業
等
で
、
従
業
員
常

時
10
人
以
上
の
適
用
事
業
所
に
勤

務
す
る
社
員
を
対
象
と
し
、
限
定

的
に
運
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
後
、
昭
和
13
年
に
国
民
健
康
保

険
法
が
公
布
さ
れ
ま
し
た
が
、
職

業
限
定
で
任
意
加
入
制
度
で
し
た
。

そ
の
た
め
、
当
時
の
国
民
の
3
分

の
1
に
当
た
る
約
三
千
万
人
が
医

療
保
険
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ず
、
無
保
険
の
ま
ま
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
「
健
康
保
険
」

「
共
済
組
合
」
に
加
入
し
て
い
な

い
人
は
、
す
べ
て
国
民
健
康
保
険

に
加
入
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た

新
し
い
国
民
健
康
保
険
法
を
昭
和

33
（
一
九
五
八
）
年
に
制
定
し
、

昭
和
36
年
に
全
国
市
町
村
で
国
民

健
康
保
険
事

業
が
開
始
さ

れ
、
「
国
民

皆
保
険
体
制
」

が
達
成
さ
れ

た
の
で
す
。

健
康
保
険
事
業
を
運
営
す
る
た

め
に
保
険
料
を
徴
収
し
た
り
、
保

険
給
付
を
行
っ
た
り
す
る
者
を

「
保
険
者
」
と
い
い
ま
す
。
健
康

保
険
に
加
入
し
、
病
気
や
け
が
な

ど
を
し
た
と
き
な
ど
に
必
要
な
給

付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人
の

こ
と
を
「
被
保
険
者
」
（
共
済
組

合
の
場
合
は
「
組
合
員
」
）
と
い

い
ま
す
。
「
健
康
保
険
」
「
共
済

組
合
」
「
国
民
健
康
保
険
」
の
各

保
険
者
は
、
原
則
的
に
は
同
じ
保

険
給
付
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
保

険
給
付
の
ほ
か
に
保
健
サ
ー
ビ
ス

と
し
て
、
生
活
習
慣
病
予
防
検
診

や
特
定
保
健
指
導
、
健
診
後
の
健

康
相
談
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

次
回
よ
り
、

保
険
給
付
の

種
類
と
手
続

き
に
つ
い
て

掲
載
い
た
し

ま
す
。
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サ
ラ
リ
ー
マ
ン

と
自
営
業
者
の

健
康
保
険
は
、

違
う
の
？

日
本
で
最
初
の

社
会
保
険
制
度

原
則
的
に
は
同
じ

保
険
給
付

制 度 被保険者 保 険 者

健康保険

一般
全国健康保険協会、
健康保険組合

全国健康保険協会

共済組合

船員保険
(疾病部門）

医療保険

市区町村国民健康保険

国民健康保険退職者医療

後期高齢者
医療広域連合

後期高齢者
医療制度

高齢者医療

共済組合
(短期給付）

法第3条第
2項の規定
による被
保険者

健康保険の適用事業
所で働く会社員（民
間会社の勤労者）

健康保険の適用事
業所に臨時に使用
される人等

船員として船舶所有者に使用さ
れる人

国家公務員、地方公務員、私
学の教職員

全国健康保険協会

健康保険・船員保険・共済組
合等に加入している勤労者以
外の一般住民

市区町村

厚生年金保険など被用者年金
に一定期間加入し、老齢年金
給付を受けている65歳未満等
の人

75歳以上の方および65歳～74歳
で一定の障害の状態にあること
につき後期高齢者医療広域連合
の認定を受けた人



「
ね
ん
き
ん
定
期

便
」
が
お
手
元
に

届
い
た
方
の
中
に

は
、
年
金
受
給
見

込
額
を
見
て
が
っ

か
り
さ
れ
た
方
も

少
な
く
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う

か
。こ

の
ま
ま
で
は
、

将
来
の
生
活
設
計

に
支
障
が
生
じ
て

し
ま
う
と
嘆
く
だ

け
で
は
、
受
給
見

込
額
の
数
字
に
変

化
は
あ
り
ま
せ
ん
。

出
来
る
だ
け
早
い

段
階
で
対
策
を
講

じ
ま
し
ょ
う
。

現
在
60
歳
ま
で

の
方
は
、
将
来
の

受
給
額
を
少
し
で

も
増
や
す
た
め
に
、
四
月
か
ら

六
月
の
給
与
総
額
を
多
く
す
る

こ
と
も
良
策
の
一
つ
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

四
月
か
ら
六
月
の
三
ヶ
月
間

で
、
そ
の
年
の
九
月
か
ら
翌
年

八
月
ま
で
の
一
年
間
の
標
準
報

酬
月
額
（
年
金
額
の
計
算
に
関

係
す
る
数
字
）
が
決
定
し
ま
す
。

特
に
繁
忙
期
に
重
な
る
場
合
に

は
、
残
業
す
る
こ
と
で
給
与
総

額
を
増
え
、
標
準
報
酬
月
額
を

１
等
級
引
き
上
が
り
ま
す
。
た

だ
し
、
同
時
に
保
険
料
も
上
が

り
ま
す
。

考
え
方
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

例
）
三
月
分
ま
で
給
与
総
額

二
十
四
万
円
と
し
て
、

四
月
分
二
十
六
万
円
、
五
月

分
二
十
五
万
円
、
六
月
分
二
十

四
万
五
千
万
円
と
し
た
場
合
、

四
～
六
月
分
の
三
カ
月
平
均
は

約
二
五
一
六
七
〇
円
と
な
る
。

標
準
報
酬
月
額
の
等
級
は
、

給
与
総
額
二
十
四
万
の
時
＝

二
十
四
万
、
四
～
六
月
分
給
与

（
平
均
）
総
額
約
二
五
一
六
七

〇
円
の
時
＝
二
十
六
万
と
な
り
、

1
等
級
引
き
上
が
る
の
で
す
。

保
険
料
は
、
来
年
の
八
月
ま
で

１
カ
月
一
五
七
〇
円
増
と
な
り

ま
す
。

す
で
に
年
金
を
受
給
さ
れ
て

い
る
方
で
、
厚
生
年
金
保
険
の

加
入
期
間
が
短
い
方
は
、
厚
生

年
金
保
険
の
加
入
期
間
を
増
や

す
こ
と
も
良
策
の
一
つ
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

年
金
加
入
期
間
40
年
間
の
う

ち
、
全
期
間
を
国
民
年
金
の
み

加
入
の
方
と
厚
生
年
金
保
険
の

み
加
入
の
方
と
で
は
、
年
金
受

給
額
が
異
な
り
ま
す
。
現
在
の

年
金
制
度
で
は
、
厚
生
年
金
保

険
へ
の
加
入
期
間
は
、
国
民
年

金
と
厚
生
年
金
保
険
の
両
方
の

老
齢
年
金
を
受
給
し
ま
す
。

し
か
し
、
国
民
年
金
の
み
の

加
入
期
間
は
、
国
民
年
金
の
老

齢
年
金
し
か
受
給
出
来
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
厚
生
年
金
保
険

の
加
入
期
間
を
増
や
す
こ
と
で
、

年
金
受
給
額
を
増
や
す
が
で
き

ま
す
。
た
だ
し
、
加
入
期
間
の

保
険
料
の
本
人
負
担
分
が
あ
り

ま
す
。

1
日
～
7
日

〇
生
活
習
慣
病
予
防
週
間

［
厚
生
労
働
省
］

10
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取

得
届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採

用
し
た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開

始
届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一

括
有
期
事
業
を
開
始
し
て
い
る

場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

28
日

○
じ
ん
肺
健
康
管
理
実
施
状
況

報
告
の
提
出
［
労
働
基
準
監
督

署
］

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払

報
告
書
の
提
出

［
社
会
保
険
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の

提
出

［
公
共
職
業
安
定
所
］
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昨
年
末
で
社
会
保
険
庁
が
廃

止
さ
れ
、1

月
か
ら
日
本
年
金

機
構
が
公
的
年
金
業
務
の
運
営

を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
届
け
出

先
の
窓
口
や
問
い
合
わ
せ
の
電

話
番
号
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い

た
め
、
利
用
者
側
に
は
大
き
な

混
乱
は
な
い
よ
う
で
す
。

「
サ
ー
ビ
ス
向
上
」
「
公
正

性
・
透
明
性
」
を
基
本
理
念
に

掲
げ
て
の
ス
タ
ー
ト
で
す
。
私

た
ち
の
大
切
な
年
金
財
源
を
預

け
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
機
構

の
運
営
を
し
っ
か
り
見
守
っ
て

い
き
た
い
で
す
ね
。

（
ぎ
ん
）

「
事
務
所
だ
よ
り
」
の
内
容
に

関
す
る
ご
質
問
や
ご
要
望
が
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
、
左
記
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

藤田社会保険労務士事務所

京都市伏見区小栗栖南後藤町6-31-408

TEL・FAX 075-571-8611

E-mail

k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

一
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

編
集
後
記

あ
ま
り
に
少

な
い
年
金
見

込
額
に
・
・
・

年
金
額
と
標
準
報
酬
月

額
の
等
級
と
の
関
係

年
金
の
受
給
年
齢
に
到

達
し
て
い
た
ら


